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　5 月 19 日（水）株式会社ユーシンの

荻原代表取締役が村を訪れ、「防災への

意識が高まる昨今、有事の際にぜひ、活

用していただきたい。」と、段ボールベッ

ド、段ボールトイレ各 2 組とパーテー

ション 4 セットが寄贈されました。長田

村長からは「大変ありがたいこと。災害

時には、避難所等で活用させていただき

ます。」とお礼の言葉を述べられました。

　当日はベッドとトイレの組み立て方も

説明があり、1 分ほどで組み立てられ、

折り畳み式なので、保管が容易であるこ

とから、今後の災害時等における活用が

期待されます。

株式会社ユーシン様より　段ボールベッド等 寄贈されました

※撮影時のみマスクを外しています

お め で と う ご ざ い ま す

令和３年 春の叙勲

佐藤鎮平氏（大栗地区）受章

　令和 3 年春の叙勲受章者が、4 月 29 日付

け発令となり、大栗地区の佐藤鎮平さんが「旭

日双光章（農業振興功労）」を受章されました。

　この章は、社会の様々な分野における功績

の内容に着目し、顕著な功績を挙げた個人や

団体に贈られる勲章です。

　佐藤さんは、長年にわたり農業に関わり、

2001 年から山梨富士農業共済組合長理事を

務め、県内の 4 農業共済組合でつくる連合の

設立に尽力されました。その功績が認められ、

この度の受章となりました。受章おめでとう

ございます。
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　6月22日から16 歳から 64 歳までの方を対象に新型コロナワクチン接種が始まります。接種を希望され
る方は、役場から送付されます接種券（クーポン券）及び予診票を確認の上、次のとおり予約してください。

同じワクチンを2回接種します。接種間隔は 3週間です。

●接種券（クーポン券）
　はがさず台紙ごとお持ちください

●予診票
●本人確認書類
　（マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等）

●お薬手帳（お持ちの方）

●肩を出しやすい服装でお越しください
●ワクチンを受けた後は、15 分以上は待機
　場所で座って様子を見ていただきます

当日の持ち物

接種回数

以下に当てはまる方は、必ずかかりつけ医等にワクチンを受けて良いか確認してください

ワクチンを受けるのに注意が必要な方

受けることが

できない方

注意が
必要な方

●発熱のある方や、重い急性疾患にかかっている方

●ワクチン成分に対し、重度の過敏症を起こした事がある方

●現在何らかの病気で治療中の方

●薬や食品に対する重いアレルギー症状が出たことがある方

●けいれん（ひきつけ）を起こした事がある方

接種期間    6/22（火）～9/29（水）　祝祭日を除く  毎週 火  水  曜日

接種場所    道志村国民健康保険診療所　 接種費用    無料

優先順位

新型コロナワクチン接種

①基礎疾患のある方

②高齢者施設の従事者

③ 60 ～ 64 歳の方

④それ以外の方

※①から③に該当する方は、予約時に
申し出てください。

※基礎疾患については、送付する接種
券冊子 4ページをご覧ください。

※本年度中に 16 歳になる方は、16 歳
の誕生日後接種することができます。

☎ 0554-52-2118
※必ず電話にて予約してください道志村役場

コロナワクチン
専用ダイヤル

※他の役場の電話番号及び時間外は予約できません
※交通手段がない方には送迎を行います。
※予約受付開始直後は、電話が混み合いつながりにくくなる恐れがありますが、
　ワクチンの量は十分ありますので、時間をおいてかけ直して下さい。

当日の注意点

どんなワクチンでも副反
応が起こる可能性があり
ます。今回のワクチンで
も接種した部位の痛みや
発熱、倦怠感、筋肉痛な
どが報告されています。
また、副反応による健康
被害が生じた場合は予防
接種法に基づく救済制度
が利用できます。

■受付時間　平日午前 8時 30 分から午後 5時まで
■受付開始　6/7（月）午前 8時 30 分～

予　約

※過去にアナフィラキシーを含む、重いアレルギー症状を
起こしたことがある方や、気分が悪くなったことがある
方は、30 分ほどお待ちください
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　任期満了に伴う、道志村長選挙が下記の日程により行われます。村民の代表を決める大切な選挙に

なりますので、あなたの一票を無駄にせず、必ず投票にいきましょう。

道志村長選挙日程

●立候補届出書類事前審査

　日時：令和 3 年 6 月 15 日（火）午前 9 時 00 分～午前 12 時 00 分

場所：水源の郷やまゆりセンター　１階会議室

●告示日（立候補届出日）

日時：令和 3 年 6 月 29 日（火）午前 8 時 30 分～午後 5 時 00 分

場所：水源の郷やまゆりセンター　１階会議室

道志村長選挙のお知らせ

●選挙期日（投開票日）

●投票場所（選挙期日）
第１投票所　月夜野地区公民館

第２投票所　みなもと体験館

第３投票所　道志小中学校体育館

　

※投票場所は、告示日に送付される投票所入場券をご確認ください

●期日前投票
　期　　間　令和 3 年 6 月 30 日（水）～ 7 月 3 日（土）午前 8 時 30 分～午後 8 時 00 分

　投票場所（期日前投票所）　水源の郷やまゆりセンター　1 階会議室

問い合わせ　道志村選挙管理委員会事務局　☎ 52-2111

午前 7 時 00 分～午後 8 時 00 分
※第 1 投票所の投票時間は

　午前 7 時 00 分～午後 6 時 00 分

令和 3 年 7 月 4 日（日）

第４投票所　水源の郷やまゆりセンター

第５投票所　善之木コミュニティセンター
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有権者の皆様が安心して投票できるように、投票所における新型コロナウイルス感染防止対策を下

記のとおり実施する予定です。感染防止対策として、有権者の皆様にもマスクを着用するなど十分な

感染予防対策を行った上で、投票所にお越し頂きますようご協力お願いいたします。

 投票所における感染症防止対策について

・投票管理者、投票立会人、選挙事務従事者は、マスクの着用、咳エチケットの徹底に努めます。

・投票所にパーテーションの設置もしくは、選挙事務従事者のフェイスシールドの着用に努めます。

・投票所に手指消毒薬の設置・投票前の検温の実施に努めます。

・投票所の消毒に努めます。（主に投票記載台、筆記用具など）

・投票所の定期的な換気に努めます。

・投票所内の混雑を避け、間隔をあけて投票できるように努めます。

有権者の皆様にお願いしたいこと

・マスクの着用と咳エチケットの徹底にご協力をお願いします。

・投票前、投票後の手指消毒や手洗い、うがいにご協力をお願いします。

・筆記用具（鉛筆）を持参して頂くことができます。（ボールペンは使用できません）

・投票所内が混雑する場合には、混雑解消のため、お持ち頂く場合がありますので、ご協力をお願いします。

・投票日当日に混雑しないよう、期日前投票所の利用にご協力をお願いします。また、投票日当日

は混雑する時間を避けるなどご協力をお願いします。

投票所における新型コロナウイルス感染症対策の
お知らせとお願い
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（10 月～ 3 月）

特別会計の執行状況

会　計　名 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率
国民健康保険特別会計 2 億 9,131 万円 2 億 2,328 万円 76.6% 2 億 3,693 万円 81.3%
国民健康保険診療所特別会計 1 億 1,644 万円 3,613 万円 31.0% 1 億 1,129 万円 95.6%
簡易水道事業特別会計 8,066 万円 1,376 万円 17.1% 7,880 万円 97.7%
介 護 保 険 特 別 会 計 2 億 1,456 万円 1 億 8,028 万円 84.0% 1 億 9,738 万円 92.0%
介護保険サービス事業特別会計 44 万円 29 万円 66.8% 44 万円 100.0%
浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 1 億 758 万円 1,779 万円 16.5% 1 億 237 万円 95.2%
後期高齢者医療特別会計 4,976 万円 2,324 万円 46.7% 4,599 万円 92.4%

合　　計 8 億 6,075 万円 4 億 9,478 万円 57.5% 7 億 7,320 万円 89.8%

●診療所運営状況

●地方債（借金）現在高の状況
区　　分 現在高

一 般 会 計 28 億 6,252 万円
国民健康保険診療所特別会計 4,011 万円
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 3 億 1,383 万円
浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 4 億 4,002 万円

合　　計 36 億 5,648 万円

●基金現在高の状況
区　　分 現在高

財 政 調 整 基 金 6 億円
村 債 管 理 基 金 1 億 3,292 万円
その他特定目的基金 13 億 8,685 万円

合　　計 21 億 1,980 万円

　 診療人数 診療日数 1日平均 収入済額 支出済額
医 科 948 人 114 日 8.3 人 2,483 万円 8,293 万円
歯 科 1,120 人 116.5 日 9.6 人 1,129 万円 2,835 万円

令和 2 年度下半期特別会計は、特別会計全体で予算現額 8 億 6,075 万円に対して収入済額 4 億 9,478 万円

（57.5％）、支出済額 7億 7,320 万円（89.8％）となっています。

区　　分 収入済額
一 般 会 計 村税 1 億 9,377 万円
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 国民健康保険料 5,322 万円
簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計 加入負担金及び使用料 780 万円
介 護 保 険 特 別 会 計 介護保険料 4,795 万円
介護保険サービス事業特別会計 事業収入 29 万円
浄 化 槽 事 業 特 別 会 計 加入負担金及び使用料 1,769 万円
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計 後期高齢者医療保険料 1,881 万円

●おもな村民負担の状況 ※村民負担とは……村民のみなさまが直接納付したお金です。

令和 2 年度　 下 半 期     財 政 公 表
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令和 2 年度　 下 半 期     財 政 公 表
地方自治法に基づく道志村条例により、村民のみなさまに財政事情を公表いたします。（令和 3年 3月末現在）

令和 2年度下半期一般会計は、予算現額 26 億 851 万円に対して収入済額 21 億 6,067 万円（82.8％）、支出済

額 19 億 2,412 万円（73.8％）となっています。

一般会計の執行状況

歳　入
歳入科目 予算現額 収入済額 収入率

村 税 村民税、固定資産税、軽自動車税、入湯税などです。 1 億 9,488 万円 1 億 9,377 万円 99.4%

地方譲与税等
国税として徴収された税のうち、村に譲与され
るものです。（自動車重量譲与税や地方消費税交付
金など）

6,270 万円 6,270 万円 100.0%

地方交付税 日本全国どこに住んでいても、一定の水準のサービ
スが受けられるために国から交付されるお金です。 11 億 8,859 万円 11 億 8,859 万円 100.0%

負 担 金・
使 用 料 等

指定管理者からの施設使用料や村営住宅・教員住
宅の使用料、情報通信施設などの行政財産使用
料、保健事業の自己負担金や学童保育料などです。

3,013 万円 3,019 万円、 100.2%

国・県支出金 国・県からの補助金・交付金・委託金などです。 4 億 6,511 万円 3 億 5,769 万円 76.9%

村 債 村が資金調達のために長期に借り入れるお金
（借金）です。 2 億 655 万円 0 円 0.0%

そ の 他 ふるさと納税などの寄附金、基金の取り崩し、
前年度からの繰越金などです。 4 億 6,055 万円 3 億 2,773 万円 71.2%

合　　計 26 億 851 万円 21 億 6,067 万円 82.8%

歳　出
歳出科目 予算現額 支出済額 執行率

議 会 費 議会運営のためのお金です。 3,834 万円 3,714 万円 96.9%

総 務 費 村の全般的な管理事務や戸籍・税務などの住民
窓口、選挙、広報発行などに使われるお金です。 7 億 5,716 万円 6 億 3,710 万円 84.1%

民 生 費 高齢者・障害者福祉、乳幼児・児童福祉、保育
所運営などに使われるお金です。 3 億 67 万円 2 億 1,244 万円 70.7%

衛 生 費 健康管理や健康増進、ごみ処理、犬の登録管理
などに使われるお金です。 1 億 3,559 万円 9,169 万円 67.6%

農林水産業費 農林水産業の振興、地籍調査などに使われるお金です。 1 億 5,260 万円 1 億 2,031 万円 78.2%
商 工 費 商工業の振興、観光の振興などに使われるお金です。 7,689 万円 7,582 万円 98.6%

土 木 費 村道の新設や維持管理、村営住宅の管理などに
使われるお金です。 2 億 686 万円 7,051 万円 34.1%

消 防 費 常設消防の委託料、消防団活動や施設管理、災
害対策などに使われるお金です。 1 億 4,577 万円 9,325 万円 61.4%

教 育 費 小中学校、社会教育、保健体育、公民館、学校
給食などに使われるお金です。 1 億 9,651 万円 1 億 8,469 万円 94.0%

災害復旧費 異常気象などにより災害を受けた施設等の復旧
に係る費用です。 5,827 万円 0 円 0.0%

公 債 費 村の借金の返済に使われるお金です。 4 億 77 万円 4 億 69 万円 100.0%
そ の 他 基金の積み立てに使われるお金です。 1 億 3,908 万円 48 万円 0.4%

合　　計 26 億 851 万円 19 億 2,412 万円 73.8%



令和 3 年 6 月１日 （8）

　災害時における円滑かつ迅速な避難の確保を行うために、５段階の警戒レベルを用いて避難情報を

発表していましたが、令和 3 年 5 月 20 日から新たな避難情報の運用が開始されます。

　新しい避難情報では、警戒レベル 3 が「高齢者等避難」、警戒レベル 4 が「避難指示」、警戒レベル

５が「緊急安全確保」となります。これまで、警戒レベル 3 は、「避難準備・高齢者等避難開始」で

したが、「高齢者等避難」に名称が変更となります。高齢者や体の不自由な人など移動に時間が掛か

る人は避難を開始する段階で発表されます。 また、警戒レベル 4 は、「避難勧告」、「避難指示（緊急）」

に分かれていましたが、「避難勧告」が廃止され、「避難指示」に一本化されます。危険な場所にいる

住民は、全員避難を開始する段階で発表されます。最後に、警戒レベル５は、「災害発生情報」を発

表することとなっていましたが、「緊急安全確保」に名称が変更となります。災害が発生、もしくは

切迫している段階で発表され、屋内安全確保を取るなど、少しでも安全な場所で命が助かるような行

動をとることが必要となります。なお、「緊急安全確保」は必ず発表されるわけではなく、警戒レベ

ル４の「避難指示」までに避難を終えることとしています。

新たな 避難情報  の運用開始について

令和 3 年 5 月 20 日から 避難指示  で必ず避難
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☆「食育」って？

生きる上での基本であり、様々な経験を通じて「食に関する知識」と「食を選ぶ力」を身に付け、

健全な食生活を送ることができる人を育てることを言います。

☆食育は、子どもの時から身に付けていくことが必要です

　「食育に関する意識調査」（令和 3 年 3 月 農林水産省）において、「朝食をほとんど食べない」と回答し

た者のうち、20 ～ 39 歳の若者世代が最も多い結果となりました。幼少期の頃から食育に取り組み、

改善していく必要があります。

☆食育に取り組むメリット

①毎日朝食を食べる　⇒　学力・体力の向上、心の健康に関係

②栄養バランスの良い食事をとる　⇒　病気のリスク低下、長寿に関係

③農林漁業体験　⇒　食に関する意識の向上に関係

☆お家で取り組む食育

① 1 日 3 食欠食なく食べる　②旬のものを食べる　③一緒に買い物に行く　④一緒に料理をする　⑤苦

手なものが食べられるように一緒に考える　⑥食事のあいさつをする　

⑦正しい姿勢で食べる　⑧食事の感想を言う など
　

　6 月は家族で何か一つでも、食に関することに取り組んでみましょう。

6 月は食育月間です

　健診結果説明会では、一人ひとりの結果に合わせて、保健師と栄養士がお話させていただきます。

今年は地区ごとの受診人数で、時間帯を区切ってご案内しています。該当の時間においでください。

日　程：  6 月 23 日（水）

場　所：やまゆりセンター

時　間：   9:30 ～ 11:00　　善ノ木地区在住の受診者の方（長又～下善ノ木）

　　　　11:10 ～ 13:00　　神地・川原畑地区在住の受診者の方（上中山～谷相）

　　　　14:00 ～ 15:30　　長幡地区在住の受診者の方（西和出村～椿）

　　　　15:40 ～ 16:10　　久保地区在住受診者の方（大室指～月夜野） 

※新型コロナウイルス感染症予防のため、やまゆりセンターに入れる人数が決まっており、人数で時

間を設定しています。該当の時間に来られない場合は、別の時間帯での来場も可能ですが、お待ち

いただく場合があります。事前に住民健康課までご連絡ください。

※昼時間（13:00 ～ 14:00）をご希望の方は事前にご相談ください。

〇送迎を希望の方は、役場住民健康課までお知らせください。

〇当日来られない方は、6 月 25・29 日に役場住民健康課まで来所してください。

　両日とも 19 時まで対応いたしますので、忘れず取りに来てください。郵送返却は致しません。

問い合わせ：住民健康課 52-2113

どうし健診 結果説明会について
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喫煙は健康に与える影響は大きく、受動喫煙の危険性やニコチン依存症を踏まえると、喫煙習慣は

個人の嗜好にとどまらない健康問題であり、生活習慣病を予防する上で、たばこ対策は重要な課題と

なっています。そこで、毎年 5 月 31 日～ 6 月 6 日の期間を「禁煙週間」、5 月 31 日を「世界禁煙デー」

と定めています。この機会に、たばことの付き合い方を見直してみましょう。 

「禁煙週間」および「世界禁煙デー」について

　お子さまの発達や発育にお悩みのご家族のために、専門の医師などがチームを組んで巡回相談を行

います。お子さまの心身に障害がある場合、できるだけ早期に専門家による適切な治療や指導を受け

ることが大切です。お子さまを連れて、

どうぞお気軽にご相談ください。

※時間　13 時 30 分～ 16 時

●相談内容

　発達や発育の遅れ等の心配があるお子さまに対する家庭療育のしかた、施設入所の相談、その他

●申込み　予約制。事前に都留児童相談所までご連絡をお願いします。

●問い合わせ　山梨県都留児童相談所　☎ 45-7837

心身障害児巡回療育相談のご案内

開催日 場所
7月 7日（水） 上野原市総合福祉センター　ふじみ
10 月 13 日（水） 富士河口湖町役場
1月 12 日（水） 上野原市総合福祉センター　ふじみ

　口の中を清潔に保つことは、感染症などの予防にも

有効です。こまめに歯磨きや義歯の手入れを行いましょ

う。また、よく噛んで食べたり、電話などで誰かと話

したりして、口の周りの筋肉を健康に保ちましょう。

「歯みがきを忘れずに」

　毎食後、特に寝る前の歯磨きをしっかり行いま

しょう。歯ブラシだけでなく、歯間ブラシ・デンタ

ルフロスなども利用しましょう。舌の掃除も口の中

の健康を保ちます。

「義歯の清掃」も大切

　義歯（入れ歯）は、口の中に装着したままではなく、

必ず外してから、専用のブラシや洗浄剤などを使っ

て丁寧に清掃しましょう。

「口を動かす」ことを増やす

　口の不活動を防ぐために、歯ごたえのあるものを

食べたり、電話などで人と話す機会を増やしたりし

ましょう。鼻歌や早口言葉もおすすめです。 

高齢者の皆さんへ「お口のケアも欠かさずに！」

おつかれさまでした！
おいしくご飯を
食べてください
おいしくご飯を
食べてください

オーラルフレイル予防 & 改善に「健口体操」
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●令和 2・3 年度の保険料率について

　後期高齢者医療制度は、2 年ごとに保険料率を見直すこととされています。山梨県における試

算の結果、令和 2・3 年度の保険料率を据え置くことに決定しました。今後も医療費は増加する

と見込まれますが、剰余金等を活用することで、保険料上昇の抑制を図っています。

平成 30・31 年度

⇒
令和 2・3年度

均等割額 40,490 円 均等割額 40,490 円
所得割率 7.86％ 所得割率 7.86％

●保険料賦課限度額が変更になりました

　令和元年度までは保険料賦課限度額は 62 万円でしたが、国の基準の変更に伴い、令和 2 年度

より 64 万円となりました。

　令和 3 年 7 月に令和 3 年度後期高齢者医療保険料が決定されます。

　令和 3 年度の保険料の通知は 7 月中旬に発送します。

納付方法について　保険料の納付方法は特別徴収か普通徴収の 2 通りに分かれます。特別徴収は年金

から天引きされます。普通徴収は納付書または口座振替で納めます。口座振替の方については記載さ

れた口座から引き落とされます。

保険料の軽減について　令和元年度以降、保険料の軽減対象特例が見直されています。詳細は、保険

証に同封されるパンフレットをご覧ください。

目　　的　児童手当制度は、児童を養育している人に手当を支給することにより、家庭における生活

　　　　　の安定と、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上を目的としています。

支給対象　中学校卒業（15 歳到達後最初の 3 月 31 日）までの子どもを養育している方

　　　　　※公務員の方は勤務先へ申請してください。 

　支給額

現況届受付期間　６月 25 日（金）まで

　提出書類　現況届（郵便で送付されます）必要に応じて提出する書類があります。送付された文書をご確認ください。

　注意事項　現況届の提出がないと引き続き受給資格があっても、６月分以降の児童手当が一時支給

　　　　　　停止されます。

児童手当の現況届の提出

 区　分 月　額
3歳未満  15,000 円

3 歳から小学校修了前
第 1子、第 2子※  10,000 円
第 3子以降※  15,000 円

中学生  10,000 円
所得制限以上（特例給付）  5,000 円

2 月 10,11,12,1 月分
6月 2,3,4,5 月分
10 月 6,7,8,9 月分

※ 18 歳に達する日以後の最初の 3月 31 日まで
の間にある養育するお子さんの中で、年長者から
順に数えます。

支給時期

後期高齢者医療制度の保険料率について

令和 3 年度後期高齢者医療保険料について
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ひとり親世帯の支援のため、新たな給付金の支給を実施します！
１．支給対象者　以下の①～③のいずれかに該当する方

①　令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方

②　公的年金等を受給していることにより、令和３年４月分の児童扶養手当の支給を受けていない

方（「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。）

③　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給し

ている方と同じ水準となっている方

２．支給額　児童１人当たり一律５万円

３．給付金の支給手続き

　■令和３年４月分の児童扶養手当受給者の方（上記①に該当する方）

　　給付金は、申請不要で受け取れます。

　■上記以外の方（上記②又は③のいずれかに該当する方）

　　給付金を受け取るには、申請が必要です。申請書に振込先口座などを記入して、必要書類とともに

　　道志村の窓口に直接、または郵送でご提出ください。

問い合わせ　厚生労働省　☎ 0120-400-903（受付時間：平日 9:00 ～ 18:00）／道志村役場　☎ 52-2113

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分）のご案内

学童保育とは　両親が労働している児童の放課後や学校休業日を保護者に代わって保育することをいいます。

入所対象児童及び定員　小学校 1 年生～小学校 6 年生　40 名程度

入所基準　①保護者が家庭外で労働している家庭の児童

　　　　　②保護者が家庭内で児童と離れて労働している家庭の児童

　　　　　③保護者のいない家庭の児童

　　　　　④保護者が出産直前直後や病気等で児童の保育ができない家庭の児童

　　　　　⑤家庭に介護や看護しなければならない家族がいる家庭の児童

　　　　　⑥火災や地震などの不幸があり、児童の保育ができない家庭の児童

開所場所　道志村学童保育所　どうしっこ（小中学校敷地内）

開所日　　7 月 22 日（木）～ 8 月 24 日（火）【夏季休業期間】

　　　　　　夏休み期間中…8 時 30 分～ 18 時 00 分（延長保育あり）

休所日　　土・日・祝日・お盆休み（8 月 13 日～ 16 日）

保育料　　4,000 円（別途、おやつ代がかかります。）

注意事項　・低学年を優先的に入所させていただきます。

　　　　　・通年入所している児童は再申請する必要はございません。

　　　　　・通年入所している児童も長期休暇が利用できるとは限りません。

申請期間　6 月 1 日（火）～ 6 月 11 日（金）※ 7 月1日以降に入所許可書を送付させていただきます。

申請場所　住民健康課　☎ 52-2113　※申請書類一式は、住民健康課にてお渡しします。

 令和３年度　小学校夏休み休暇中の
道志村学童保育所の入所児童を募集します！
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　下記のとおり、粗大ゴミの収集を実施しますのでご利用ください。当日は収集場所に回収業者がおります。

７月粗大ゴミの収集について

　薬物乱用とは、「たった一度でも」薬物を社会のルールや法律からはずれた目的や方法で使ったり、

医薬品を病気や傷の治療の目的以外に使ったりすることです。

　このような「たった一度の」薬物乱用でも脳や体は破壊され、薬物を手に入れるために窃盗や強盗、

殺人などの犯罪が起き、自分や周囲の大切な人の人生を破壊してしまいます。

国及び県では、6 月 20 日から 7 月 19 日までの一か月間「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を展開します。

　この機会に薬物乱用の恐ろしさを正しく理解するとともに、身近な人の薬物乱用に気付いたときに

は、勇気をもって保健所へ御相談ください。 

相談先　富士・東部保健所　衛生課　☎ 0555-24-9033

薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」

日 場所 時間

7月 4日（日） やまゆりセンター駐車場（下） 7:00 ～ 12:00

7 月 11 日（日） 善之木体育館 7:00 ～ 12:00

7 月 18 日（日）
道志小中学校 7:00 ～ 10:00
旧道志小学校 10:00 ～ 12:00

8 月 1 日（日）
みなもと体験館 7:00 ～ 10:00
月夜野消防団詰所 10:00 ～ 12:00

※粗大ごみは、必ず当日お持ちください。

◎その他、産業廃棄物・ワイヤー・電線類・ドラム缶
◎収集できないごみは、販売店・専門店などに相談、引き取ってもらうか、
産業廃棄物処理業者（専門業者）に依頼してください。（ただし有料とな
ります。）

◎家庭用パソコンは、「資源有効利用法」に基づき各パソコンメーカー
に直接お申し込みください。

◎冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・テレビ・エアコン・衣類乾燥機は、家電リ
サイクル法に基づき適正に処理してください。

左記は一例です。疑問な物はお問い合わせください。
ガスボンベ
消火器

風呂釜浴槽

オートバイ 農機具、農工、針金類
太陽熱温水器

耐火金庫
タイヤ、バッテリー、オイル
チェーン等（自動車部品）

土砂、灰、かわら、レンガ
ブロック、建築廃材等

専門業者に引き取りを依頼してください

ガスコンロ
ビデオデッキ 旅行カバン掃除機

家具類

扇風機

ふとん、毛布 ドア、フスマ、障子ウレタンマットレス、ジュータン
（3分の1に切断）、カーペット
クッション

自転車

ベッド、アコーディオンカーテン
ソファ、座椅子（解体してください）

畳、雨戸、アルミサッシ 解
体

収
集
○

収
集
×
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　例年、夏期に開催を予定しておりました清流の花火大会は、新型コロナウイルス感染症拡大の状況

や地元の皆様や来場されるお客様の健康と安全確保を第一に考え、誠に残念ではございますが、今年

度も開催を中止とすることが決定いたしました。開催を楽しみにされていた皆様には大変ご迷惑をお

かけいたしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

令和３年度清流の花火大会中止について

◎親子の絆を強め、自然な運動発達を促します！
■日時　　6 月 16 日（水）10 時～ 12 時
■場所　　学童保育所「どうしっこ」
■講師　　運動士　石倉秀子
■内容　　ベビー・キッズ・ママさんビクス
＊村内のお母さんたちで楽しく身体を動かしながら
交流しましょう。

◎乳児期からよい食事で健康づくり！
　離乳食づくりを学びましょう！
■日時　　6 月 9 日（水）10 時～ 13 時
■場所　　やまゆりセンター
■講師　　栄養士　渡辺慧「離乳食・幼児の食事作り」　　　　
＊調理実習をし、離乳食の作り方や幼児の適切な食事
作りについて学びましょう。＊感染症対策のため、作っ
たものはお弁当として持ち帰って食べてもらいます。 問い合わせ　住民健康課　☎ 52-2113

6 月のつぼみっこくらぶ

　山梨県は、会員制の１対１のお見合の場を提供する「やまな

し出会いサポートセンター」を設置し、運営を（一社）山梨県

法人会連合会に委託しています。

やまなし出会いサポートセンターの利用

　結婚を希望する男女が自身のプロフィールを「やまなし出会いサポートセンター」で専用端末を使い登録

したうえで、お会いしたい方を検索していただきます。そして、センターが、お二人の合意に基づき立会人（出

会いサポーター）同席でお引合せをします。その後もお二人の交際をサポーターがフォローします。

ご登録いただくには （要来所予約）

　登録には、会員登録料（10,000 円・２年間有効）、戸籍抄本又は独身証明書、写真付き身分証明書、

健康保険証、登録用の写真（Ｌ版）が必要です。※入会登録料の割引制度があります。

　・女性が登録する場合：5,000 円割引　・20 代が登録する場合：2,000 円割引

　・友達２以上で登録する場合：それぞれ 2,000 円割引

ご利用いただく場所 ・ 開設時間

やまなし出会いサポートセンター

甲府市中央 4-12-21　☎ 055-234-5790

月・火曜日：12 ～ 17 時　水曜日：12 ～ 20 時

土・日曜日：10 時～ 17 時（毎週木・金曜日は休館）

　

やまなし出会いサポートセンター富士吉田

富士吉田市下吉田 2-2-37　☎ 0555-25-7580

木・金・土・日曜日：12 ～ 17 時
（毎週月・火・水曜日は休館）

ホームページ　https://www.msc-yamanashi.jp　問い合わせ　山梨県県民生活部　☎ 055-223-1350

山梨県は婚活を応援します！
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TOKYO2020
みんなの輝き、つなげていこう。

Unity in Diversity

2021.6.1 現在
オリンピック開会式まで

52 日

オリンピック
特　集
VOL.29

　東京 2020 オリンピック競技大会開催まで残り 50 日となりました。今月は山梨県内で聖火リ
レーが行われ、来月は自転車競技ロードレースが行われます。

○聖火リレーの沿道における観覧についての注意事項

富士河口湖町 鳴沢村

　また、聖火リレー実施に伴い、富士河口湖町と鳴沢村の一部では交通
規制が行われます。応援に行く方は予め調べたうえでお越しください。
交通規制の情報はQRコードから確認できます。

☆日下部紫音さん
走行区間：富士河口湖町
走行時間：18 時 8分～18 時 29 分

☆山口雄一さん
走行区間：鳴沢村
走行時間：19 時 10 分～19 時 21分

小立
小学校 ガスト

スタート

ゴール

東恋道交差点

横町バイパス

河口湖南
中学校

河口湖

富士河口湖町
役場

文

文

河口湖駅

707

707

714

710

139

富士河口湖町コース 鳴沢村コース

鳴沢村

スタート

ゴール 横町
バイ
パス

若彦
通り

鳴沢駐在所
×

大田和
公民館

大田和 町村境

富士河口湖町

714

139

●体調が悪い場合や感染が疑われる場合は、観覧
をお控えください。

●沿道で観覧される場合は、お住まいに近い場所
でご観覧ください。特に、お住まいの都道府県
以外での観覧はお控えください。

●沿道では、マスクの着用をお願いします。

●大声を出さずに、拍手による応援や、配布グッ
ズ等を活用した応援をお願いします。

●観覧時は前後左右の方と適切な距離を取ってご観
覧ください。過度な密集が生じた場合は、リレー
を中断する場合がありますので、ご了承ください。

●聖火リレー実施後 2週間以内に、新型コロナウ
イルス感染症に感染した場合、医療機関に相談
の上、組織委員会に速やかにご報告ください。

●沿道における聖火ランナーの走行の模様は、聖
火リレー期間中は毎日インターネットのライブ
中継で視聴することが可能ですので、沿道の密
集を避けるために、なるべくライブ中継でご覧
いただきますようお願いします。

　新型コロナウイルス感染症対策のために、以下の注意事項を正しく守り、応援しましょう。

○聖火リレーについて
　６月 26 日（土）、27 日（日）は山梨県で聖火リレーが行われます。本村のランナーである「日
下部紫音さん」と「山口雄一さん」は、両者とも 27 日（日）に走行します。



広報どうし 486 号（17）

発　行　大月警察署
　　　　道志駐在所

若狭　庄　　　　
☎  52-2033

 1 . 二輪車の被害防止にツーロックを！

二輪車（オートバイ・自転車）の盗難被害が後を絶ちません。

駐在所だより　 令和 3年 6月号

どうし駐在所 6 月号令和 3 年版
広　報

 2 . 飲酒運転はやめましょう

　山梨県は、昨年の飲酒運転による交通事故件数が全国平均を大きく上回り、全国ワースト 4 位
という不名誉な状況です。

 3 . 道志駐在所から…

　朝、池之原橋近くの横断歩道で立番していると、シートベルトを着用していないで車を運転

している方を多く見かけます。シートベルトを着用していないと死亡率が、運転席 56.5 倍、助

手席 15.2 倍、後部座席 4.8 倍にも上がるとも言われています。「近くの畑

に行くだけだから大丈夫。」等と思って運転してしまうと大ケガや、最悪

の場合、命を落とすこともあります。必ずシートベルトの着用をお願いし

ます。

　現在、新任の挨拶も兼ねて皆さんのお家を一軒一軒巡回連絡させていた

だいております。一日 30 ～ 40 軒のペースで回ってますので「まだウチ

には来てないですよ～」って思った方々は申し訳ありませんが、もうしば

らくお待ちください。

盗難被害を防ぐためには、オートバイや自転車を２つのカギで守る

「ツーロック」を心掛けましょう。※複数のカギをかけると物理的にも

盗まれにくく、泥棒のやる気を無くさせる視覚的効果もあります。

飲酒運転はいけません。

・お酒を飲んだあとに車を運転した場合

・車を運転する人にお酒を勧めた場合

・車を提供した場合　も処罰されます。注意してください。

　被害にあった多くは、

●オートバイのエンジンキーが付けたまま

●自転車のカギをかけないまま　被害にあっています。



令和 3 年 6 月１日 （18）

学年役員認証式
　4 月 13 日に 1 学期の学年役員認証式がありました。

「リーダーとしてよりよい学級づくりに取り組みたい」

という想いを胸に選出された生徒達に校長先生から認証

書が手渡されました。初志を貫徹し、素晴らしい学級を

つくってほしいと思います。

3 年生の記念植樹
　4月 28 日に 3 年生が、村の産業振興課から贈呈され

た桜の苗木を校庭に植樹しました。穴掘りや水やりなど

の仕事を分担・交代しながら全員で取り組みました。生

徒からは「桜が咲くのが楽しみ」、「貴重な体験ができて

よかった」、「大学生・社会人になったら見に来たい」、「成

長した木をいつかみんなで見たい」、「いつか立派になっ

ているのを想像したらワクワクがとまらない」などの感

想がありました。3年生みんなで植えた桜の木が大きく

成長し、見事な花を咲かせてくれることを願っています。

1 年生

3 年生2 年生

※撮影時のみマスクを外しています



広報どうし 486 号（19）

道志中学校学校だより　

入学式
　4月 6 日に令和 3年度の入学式を実施しました。少し大きめの新し

い制服に身を包んだ 10 名の新入生は、緊張気味でしたが、とても立

派な態度で式に臨みました。村長さんを始めたくさんの来賓や保護者

の皆様の温かい眼差しに見守られながら厳粛で素晴らしい雰囲気の中、

中学校生活をスタートすることができました。

新入生歓迎会
　4月 9日に新入生歓迎会が行われました。今年は、新型コロナウイルス対策をしっかり行いながら例年通り体育館

で実施しました。2・3年生による太鼓演奏や合唱等の歓迎アトラクションを間近で見ることで、1年生には先輩から

の熱い想いがストレートに伝わったようです。1年生の表情からは、感動し先輩達への憧れを抱いた様子が感じられ

ました。心に残る仲間入りの会となりました。
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ふるさと納税 とは？

　自分が応援したい自治体や故郷に対して寄附

（ふるさと納税）をすることで、翌年の住民税の

一部が控除される仕組みです。また、寄附した

自治体から返礼品（お礼の品物）をもらうこと

ができます。近年では、全国の自治体がふるさ

と納税に力を入れており、様々な返礼品が出品

されています。本村では、道志ポークやクレソン、キャ

ンプ場の利用券などが返礼品になっています。

　ふるさと納税がされることで、自治体の自主財源増

加や地域事業者の売上増加につながります。このよう

に自治体・事業者にとって大きなメリットがあります

ので、ぜひ、村外に住んでいるご家族やご友人に道志

村のふるさと納税を紹介いただけるよう、ご協力お願

い申し上げます。

クレソン

キャンプ

道志ポーク

　村では、空き家物件や空き地の売買・賃貸を希
望する所有者と村内への移住希望者を仲介する空
き家バンク制度を実施しています。村内への移住
希望者が増加する中、紹介する物件や空き地が不
足しています。ぜひ、使用しなくなった空き家物
件や空き地がございましたら、ふるさと振興課☎
52-2115 までお問い合わせください。

空き家・空き地 を募集しています



日� Sun. 月� Mon.　火� Tue. 水� Wed. 木� Thu. 金� Fri. 土� Sat.
１� ワクチン 可1 缶 ２� ワクチン 可2 不 ３ ４� 可1 ５� 可2

●人権特別相談所
　やまゆり 10:00

６ ７ ８� ワクチン 可1 缶 ９� ワクチン 可2 不 10 11� 可1 12� 可2

●浜ちゃん運動教室
　馬場つどいの家
　14:00 〜 15:00
●ズンバ教室
　やまゆり
　19:30 〜 20:30

●民生委員・
　児童委員会定例会
　やまゆり 19:00

●つぼみっこくらぶ（食事）
　やまゆり 10:00

●道志小学校歯磨き指導
　10:25

13 14 15 ワクチン �可1 缶 16 ワクチン 可2 不 17 18� 可1 19� 可2

●浜ちゃん運動教室
　馬場つどいの家
　14:00 〜 15:00
●ズンバ教室
　やまゆり
　19:30 〜 20:30

●村長選挙立候補
　届出書類事前審査
　やまゆり
　9:00 〜 12:00

●つぼみっこくらぶ
　唐沢体育館 10:00

●道志村保育所歯磨き指導
　11:00
●緊急地震速報訓練
　防災無線 10:00

20 21 22 ワクチン 可1 缶 23 ワクチン �可2 不 24　 25� 可1 26� 可2 再
●浜ちゃん運動教室
　馬場つどいの家
　14:00 〜 15:00
●ズンバ教室
　やまゆり
　19:30 〜 20:30

●健診結果説明会
　やまゆり 
　9:30 〜 16:30

●はぐくみ支援
　保育所 10:00
●乳幼児健診
　やまゆり 13:30

●農業委員会総会
　やまゆり 19:00

●聖火リレー
●資源ごみ収集
　月夜野消防団詰所前 7:00 〜 7:20　
　みなもと体験館 7:30 〜 7:50
　道志小学校跡地 8:00 〜 8:30
　やまゆりセンター 9:00 〜 9:30
　善之木いこい 10:00 〜 10:30

27 28 29 ワクチン �可1 缶 30 ワクチン �可2 不
●聖火リレー ●浜ちゃん運動教室

　馬場つどいの家
　14:00 〜 15:00

●村長選挙告示日
　やまゆり
　8:30 〜 17:00

●村長選挙期日前投票
　やまゆり
　8:30 〜 20:00
　6/30 〜 7/3 まで

7/ ４　村長選挙投開票日 7:00 〜 20:00

7/ ５　村長選挙当選証書付与式 やまゆり 10:00

7/23　オリンピック開会式
7/24　自転車競技ロードレース（男子）
7/25　自転車競技ロードレース（女子）

★ 7 月の主な予定

６

公共施設電話番号

■医科診療所…☎５２－２０４０

■歯科診療所…☎５２－２１５５

■保　育　所…☎５２－２２３９

■都留市消防署
　　道志出張所 …☎５２－１１１９

■道志駐在所…☎５２－２０３３

■道志村役場 ( 代 )…☎５２−２１１１

■教育委員会…… ☎５２−１０２０

ＨＰアドレス
http://www.vill.doshi.lg.jp

納期のお知らせ

可1 ……可燃ごみ収集（長又〜川原畑）

可2 ……可燃ごみ収集（和出村〜月夜野）

不 ……不燃ごみ収集（長又〜月夜野）

再 ……再資源化物収集（長又〜月夜野）

缶 ……アルミ缶・スチール缶収集 （長又〜月夜野）

広報どうしとカレンダーに記載し
ているイベントは新型コロナウイ
ルスの影響により中止または延期
の可能性があります。
イベントの開催に関しては村の行
政情報提供システム（告知端末）
または村の HP でご確認下さい。

村 県 民 税（第1期）6/30

ワクチン ……コロナワクチン接種

Jun. 2021  水無月



日� Sun. 月� Mon.　火� Tue. 水� Wed. 木� Thu. 金� Fri. 土� Sat.
１ ２ ３ ４ ５

ＡＭ コロナ
ワクチン

接種

コロナ
ワクチン

接種
休診 水島

（内科）
休診日

ＰＭ

６ ７ ８ ９ 10 11 12
ＡＭ

休診日 水島
（内科）

コロナ
ワクチン

接種

コロナ
ワクチン

接種
休診 水島

（内科）
休診日

ＰＭ

13 14 15 16 17 18 19
ＡＭ

休診日 水島
（内科）

コロナ
ワクチン

接種

コロナ
ワクチン

接種

佐藤
（小児科）

水島
（内科）

休診日
ＰＭ

20 21 22 23 24 25 26
ＡＭ

休診日 水島
（内科）

コロナ
ワクチン

接種

コロナ
ワクチン

接種

佐藤
（小児科） 水島

（内科）
休診日

ＰＭ 乳幼児健診

27 28 29 30
ＡＭ

休診日 水島
（内科）

コロナ
ワクチン

接種

コロナ
ワクチン

接種ＰＭ

道志村国民健康保険診療所

新型コロナウィルスワクチンについては、毎週火・水曜日に実施

いたします。予約については、予約専用ダイヤル（52-2118）に電

話してください。

診療所の受診前には必ず事前に電話連絡（52-2040）をお願いします。

●診療時間
午前の部　　 8:30 ～ 12:00
 （受付 11:30 まで）

午後の部  13:00 ～ 17:00
 （受付 16:30 まで）

問い合わせ　道志村役場住民健康課　☎ 52-2113　道志村国民健康保険診療所　☎ 52-2040

令和 3 年 6 月の診療予定カレンダー

コロナ

コロナ

コロナ

コロナ

コロナワクチン接種期間中の整形外科
（一瀬先生）の診療については、午後 3

時以降に予約者のみ行いますので、診
療所にお問い合わせください。


